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■ 
防
災
行
政
無
線
を
用
い
た

情
報
伝
達
訓
練

　
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
を
使
っ
た
訓
練
が

行
わ
れ
ま
す
。
当
日
は
、
市
内
に

設
置
し
て
い
る
防
災
行
政
無
線
か

ら
一
斉
に
次
の
と
お
り
放
送
さ
れ

ま
す
。

日
時　
８
月
23
日
㈬
午
前
11
時
頃

放
送
内
容　
「
こ
れ
は
、Ｊ
ア
ラ
ー

ト
の
テ
ス
ト
で
す
」「
こ
ち
ら
は
、

ぼ
う
さ
い
の
し
ろ
で
す
」

●
防
災
行
政
無
線
テ
レ
ホ
ン
サ
ー

ビ
ス
も
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

☎
54
・
４
８
９
０
（
通
話
料
が

か
か
り
ま
す
）

※

放
送
終
了
後
24
時
間
ま
で
の
内
容

を
確
認
で
き
ま
す
。
放
送
が
聞
き

取
れ
な
か
っ
た
と
き
な
ど
に
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

※

災
害
発
生
時
な
ど
は
中
止
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　
防
災
危
機
管
理
室

☎
89
・
２
１
１
５

■ 

人
権
擁
護
委
員
の
委
嘱

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
人
権
に
関

す
る
相
談
対
応
や
人
権
に
つ
い
て

理
解
を
深
め
る
啓
発
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。７
月
１
日
付
け
で
次

の
方
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

・
再
任　

佐
藤
髙
志
さ
ん

・
再
任　

大
高
幸
美
さ
ん

問
合
せ　
法
務
局
能
代
支
局

☎
54
・
４
１
１
１

■ 

檜
山
城
跡
発
掘
調
査
見
学
会

日
時　
８
月
27
日
㈰
午
前
９
時
〜

場
所　
檜
山
城
跡

駐
車
場　

檜
山
崇
徳
館
駐
車
場
、

多
宝
院
手
前
駐
車
場

集
合
場
所　
太
平
山
の
石
碑
が
あ

る
平
場
の
辺
り（
午
前
８
時
40

分
ま
で
に
集
合
し
て
く
だ
さ
い
）

※

小
雨
決
行

※

駐
車
場
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、

乗
り
合
わ
せ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
文
化
財
保
護
室

☎
74
・
６
０
４
０

■ 

オ
ン
ラ
イ
ン
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
を
開
催
し
ま
す

 

市
内
企
業
の
魅
力
に
オ
ン
ラ
イ

ン
で
触
れ
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

を
大
学
生
の
夏
休
み
期
間
に
合
わ

せ
て
開
催
し
ま
す
。

　

１
日
１
社
、
計
５
社
が
参
加
し

ま
す
。

日
時　
９
月
11
日
㈪
〜
15
日
㈮

対
象　
大
学
３
年
生

（
１
、２
年
生
も

可
）で
全
日
程
に
参

加
で
き
る
方

参
加
企
業　
大
栄
木
工
、
グ
ラ
ノ

プ
ト
、
庄
内
機
械
、
能
代
電
設

工
業
、
幸
和
機
械

問
合
せ　
商
工
労
働
課

☎
89
・
２
１
８
６

■ 

消
防
職
員
採
用
試
験

試
験
区
分　
上
級
、
初
級

採
用
予
定
人
員　
上
級
・
初
級
合

わ
せ
て
１
人
程
度

主
な
受
験
資
格

上
級…
平
成
５
年
４
月
２
日
か
ら

平
成
14
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
方
で
、
大
学
を
卒
業
ま

た
は
、
令
和
６
年
３
月
31
日
ま

で
に
卒
業
見
込
み
の
方

初
級…

平
成
５
年
４
月
２
日
か
ら

平
成
18
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
方
で
、
高
校
ま
た
は
、

短
期
大
学
を
卒
業
ま
た
は
、
令

和
６
年
３
月
31
日
ま
で
に
卒
業

見
込
み
の
方

※

そ
の
他
身
体
要
件
や
居
住
要
件

が
あ
り
ま
す
。

試
験
日　
10
月
15
日
㈰

試
験
場
所　
能
代
山
本
広
域
交
流

セ
ン
タ
ー

受
付
期
間　
９
月
13
日
㈬
ま
で

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
除
く
）

必
要
書
類
な
ど

　

受
験
案
内
と
受
験
申
込
書
は
能

代
山
本
広
域
市
町
村
圏
組
合
消
防

本
部
総
務
課
に
請
求
す
る
か
、
能

代
山
本
広
域
市
町
村
圏
組
合
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
く
だ
さ
い
。
写
真
は
６
カ

月
以
内
に
撮
影
し
た
タ
テ
４
㎝
、

ヨ
コ
３
㎝
程
度
の
上
半
身
脱
帽
の

本
人
の
写
真
を
２
枚
、
１
枚
は
申

込
書
に
貼
り
、
こ
れ
と
同
一
の
も

の
１
枚
（
受
験
票
用
）
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
郵
便
で
請
求
す
る

場
合
は
、
宛
先
、
郵
便
番
号
を
明

記
し
て
１
２
０
円
切
手
を
貼
っ
た

返
信
用
封
筒
（
Ａ
４
判
用
）
を
必

ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

宛
て
先・問
合
せ　
〒
016-

0851

　

緑
町
２-

22　

能
代
山
本
広
域

市
町
村
圏
組
合
消
防
本
部
総
務

課　
　
　
　

☎
52
・
０
４
０
３

■国民年金はみんなが加入します
　国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未
満のすべての方が加入して、老後の所得保障だけで
はなく、障害や死亡といった不慮の事故などにより
私たちの生活の安定が損なわれることのないよう、
みんなで前もって保険料を出し合いお互い支え合う
制度です。
■基礎年金番号通知書などが送られます
　20歳になった方には、おおむね２週間以内に基礎
年金番号通知書や国民年金加入のお知らせ、国民
年金保険料納付書などが送付されますので、加入の
手続きは必要ありません。基礎年金番号通知書は、
保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要
ですので、大切に保管してください。
※厚生年金保険の被保険者だった方や障害・遺族年金
を受給している方（していた方）には送られません。

■保険料の納付が困難な場合
　学生の方や、収入が少なく保険料の納付が困難
な方の場合は、学生納付特例や若年者納付猶予な
ど保険料の支払いを猶予する制度があります。基礎
年金番号通知書など年金番号がわかるものまたは
マイナンバーがわかるもの、運転免許証などの身分
証明書、学生の場合は学生証の写しまたは在学証
明書の原本をご持参のうえ、ご相談ください。
問合せ　市民保険課　　　　☎89-2168
　　　　地域局市民福祉課　☎73-2114

年金通信
20歳になったら国民年金


